
 

 

 

 

 

 

 国より「緊急事態宣言」が発出されました。学校においても、感染

症対策の強化について全教職員で共通理解し、児童たちが安心して

過ごせるように努めてまいります。 

 ご家庭でも、引き続き毎朝の検温・健康観察をしていただき、健康

観察表を学校に持たせていただきますようお願いします。また、マス

ク着用・手洗いの徹底についても、あわせて児童へご指導ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 九条北小学校 校長室だより 

                  
令和３年１月１８日 NO.７７ 

★ 緊急事態宣言～「怖がるのではなく、正しく恐れる」 ★ 

１月１３日（水）、大阪府に緊急事態宣言が出されました。先に

宣言された首都圏の１都３県（東京・神奈川・埼玉・千葉）に続

き、新たに大阪を含めた７府県（京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、

栃木）に出されました。２月７日までの約１か月間で、なんとか

感染拡大を食い止めたいということです。 

また、児童のみなさんの学習保障を考え、「これまで以上に感染

症対策をしっかりとりながら学校生活を継続させる」とされてい

ます。 

「怖がるのではなく、正しく恐れる」 

このことばを聞いたことがありますか？ニュースなどを見て、

とても不安に感じている人もたくさんいると思いますが、「怖く

て、心配で、不安でどうしようもない」と思うのではなく、新型

コロナウイルス感染症のことを「正しく知り」、「正しく恐れる」こと

で、感染拡大の対策をしっかりとり、「防ぐ」ことが大切なんですよと

いうことです。 

ところで、みなさんのなかで、「これまで大丈夫だったから、ち

ょっとくらい・・・大丈夫だろう」と思っている人はいませんか。

もし、そう思っている人がいるのなら、もう一度、春の頃の心構

えを思い出して、しっかり感染症対策をしていきましょう。 

「自分は大丈夫」ではなく、みんなが、しっかり、「感染症対策

をとる」ことが大切なのです。 

 

「感染症対策」とは、毎朝の検温・健康観察（健康観察表は毎日持っ

てきます）、登校時のアルコール消毒、マスク着用、手洗いの徹底、換

気等です。 

再度、気持ちを新たに、「感染症対策」をしっかりしていきましょう。 

 

★ 「阪神・淡路大震災」より２６年 ★ 

昨日１月１７日で、「阪神・淡路大震災」より２６年たちます。前

日の土曜授業では、予定していた「引き渡し訓練」が中止となりま

したが、各学級で防災の話をしています。また１年生では、「地震・

津波の避難訓練」を実施しました。ご家庭でも、非常時の「避難場

所の確認」「我が家の防災備蓄」等について、お話する機会を持って

いただけるとありがたいです。 

 

 

 


